
 

地域密着型通所介護【重要事項説明書】 
＜   年   月   日現在＞ 
 
１． あっといーず更埴 の概要 

 
(１) 提供できるサービスの種類と地域 

名 称 あっといーず更埴 

所在地 長野県千曲市稲荷山１９９３－３ 

介護保険指定番号 地域密着通所介護 (長野県 介護保険事業者番号 ２０７１６００２０５) 

サービスを提供する 
対象地域 

千曲市 

    ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 
(２)同センターの職員体制 

 

(３)同センターの設備の概要 
定 員 １０ 名 食堂兼機能訓練室 1 室 31.0 ㎡ 
静養室 １室 相談室 １室 
浴 室 一般浴槽 送迎車 ３台 

 (４)営業時間 
毎 日 午前９時００分～午後 1６時３０分 （時間外はご相談下さい） 
定休日 日曜日、12 月 31 日～1 月 2 日(利用者様の状況によります) 

     
  

○ 担当者（デイサービスの生活相談員等） 
 
   氏名   苅和 梓     連絡先 電話 ０２６‐２７３－９４７４      
 

 資格 常 勤 非常勤 計 
管理者     

生活相談員 介護福祉士    

機能訓練指導 看護士    
事務職員     

介 
護 
看

護 
職

員 

看護師    

介護福祉士    

ヘルパー1～２級終了者    

3 級終了者    

その他    



 

通所介護の内容 
 
   ・ご利用日       毎週    曜日 
   ・ご利用時間      午前９：００ ～  午後１６：３０       
   ・ご利用場所      千曲市稲荷山１９９３－３ 
   ・ご利用可能設備等   食堂 
               相談室 
               浴室（普通浴槽） 
               送迎車  ３台 
   ・サービス内容     通所介護計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、 
               その他必要な介護等を行います。 
３．サービス内容 

① 送迎  ② 食事  ③ 入浴  ④ 機能訓練  ⑤ 生活相談  等 
 

４．料金 
  (１) 利用料金 
通所介護利用料 

 介護保険適用時の 1 日あたりの自己負担額 
 ３～４時間 ４～５時間 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 ８～９時間 

要介護１ 416 円 436 円 657 円 678 円 753 円 783 円 

要介護２ 478 円 501 円 776 円 801 円 890 円 925 円 

要介護３ 540 円 566 円 896 円 925 円 1,032 円 1,072 円 

要介護４ 600 円 629 円 1,013 円 1,049 円 1,172 円 1,220 円 

要介護５ 663 円 695 円 1,134 円 1,172 円 1,312 円 1,365 円 

 
・  昼食代         １食あたり    ７２０円        （全額自己負担） 
・ おやつ代        1 食あたり        １４０円        （全額自己負担） 
・ 延長料金      9 時間を超えて利用される場合、１時間ごとに 500 円 3 時間まで（12 時間） 

利用頂けます。 
              ただし、介護保険適用時の自己負担額は  50 円   です。  

・その他費用                                  （全額自己負担） 
 食費（朝、夕） リハビリパンツ 尿取りパット 

金額 520 円／各食 170 円／枚 60 円／枚 
 



 

 
 ・入浴介助加算 

入浴介助加算(Ⅰ)入浴介助を行った場合(シャワー浴含む) 入浴介助加算(Ⅱ)(Ⅰ)に加え訪問.計画作成.環境整備を行う 

４０円／１回 ５５円／１回 
 

・ サービス提供体制強化加算 
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 
介護福祉士が７０％配置されている 介護福祉士が５０％配置されている ３年以上勤務職員が４０％配置されている 

２２円／１日 １８円／１日 ６円／１日 
・ 介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員処遇改善加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算Ⅲ 
算定した単位数に 9.2％かけた額 算定した単位数に 9.0％ 算定した単位数に 8.0％ 

 
・ 生活機能向上連携加算 

理学療法士等と、連携し個別機能訓練計画を作成実施した場合 
２００円／１ヵ月 

 
・認知症加算・中重度者ケア体制加算 

認知症加算（日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合による） 中重度者ケア体制加算（介護度３以上の方の割合による） 
６０円／１日 ４５円／１日 

 
 ・口腔・栄養スクリーニング加算 

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 
２０単位／回 ５単位／回 

 
 
 

※ 生活保護を受けている方については、市町村によって自己負担料金が異なります。 
 
(２)キャンセル料 
 お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

① ご利用日の前営業日午後５時までにご連絡いただいた場合            無 料 
② ご利用日の当日午前８時までにご連絡いただいた場合 デイサービス利用料の   １０％ 
③ ご利用日の当日午前８時までにご連絡がなかった場合 デイサービス利用料の  １００％ 

＊ ご利用日が休前日の場合ご注意ください。 
(３)お支払い方法 
     毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、末日までにお支払いください。お支払いいた

だきますと、領収証を発行します。 
     お支払い方法は、銀行振込、現金集金、口座振替のいずれかをご契約の際に選べます。 



 

 
５．サービスの利用方法 
（１）サービスの利用開始 
   まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いします。 
   通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 
    ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 
 
（２）サービスの中止 

健康上の理由による中止  
    ① 風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

② 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止することがあります。

その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。 
③ ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連

絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取

る等必要な措置を講じます。 
 
（３）サービスの終了 
   ① お客様のご都合でサービスを終了する場合 
     サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 
   ② 当社の都合でサービスを終了する場合 
     人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。そ

の場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 
   ③ 自動終了 
     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 
     ・お客様が介護保険施設に入所した場合。 
     ・お客様がお亡くなりになった場合 
 
   ④ その他 
     ・当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様ご家族

などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合､お客様は文書で

解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 
     ・お客様が、サービス利用料金の支払いを３ケ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかか

わらず１５日以内に支払わない場合、お客様が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返

した場合、お客様が入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない

状態であることが明らかになった場合、またはお客様やご家族などが当センターのサービス従業

者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即

座に契約を終了させていただく場合がございます。 
 
 
 



 

６．当宅老所の特徴等 
（１）運営の方針 

高齢者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上の図り、同時にその 
ご家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることの援助を行い、家庭的な雰囲気の中で 
サービスの提供を行う。 
 

 (２)サービス利用のため 

(３)サービス利用に当たっての留意事項 
  ・送迎時間の連絡 
  ・体調確認 
  ・体調不良等による 
   サービスの中止、変更 
  ・食事のキャンセル 
  ・時間変更 
  ・設備、器具の利用 
７．緊急時の対応方法 
    サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族 

居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 
主治医 主治医師氏名  

連絡先  

ご家族 氏 名  

連絡先  

協力医療機関 
 

８．非常災害対策 
 
  ・防災設備   消火器の設置 
  ・防災訓練   年２回 
  ・防火責任者  落合 良晴 
 
 
 

事 項 有 無  備 考 
男性介護職員の有無 有  
時間延長の可否 可  
従業員への研修の実施 有 年１回 実施しています 
サービスマニュアルの作成 有  
 



 

９. 虐待の防止に関する事項 
  虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じることとする。 
 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 
 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 
 その他虐待防止のために必要な措置 
 サービス提供中に、当該センター従業員または、養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 
 

１０. 業務継続計画 
 業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続してサービ 

スの提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施 
するものとする。 

 
１１. 衛生管理 

感染の予防及び蔓延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し 
掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。 

 
１２. 就業環境の確保 

適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的関係を背景とし 
た言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止 
するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 
 

１３．第三者評価の実施状況 
   （ 有 ・ 無 ） 直近の実施年月日        年    月    日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

１４．サービス内容に関する苦情 
  ①当センターご利用者相談・苦情担当 
    ２４時間受付   電話 ０２６８－２９－００９６  担当 落合 良晴 
  ②その他 
    当センター以外に、区市町村等の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

 
 
 

千曲市役所 
 

所 在 地 千曲市杭瀬下２－１ 
電話番号 ０２６－２７３－１１１１ 
受付時間 ８：３０～１７：１５ 

国民健康保険団体連合会 
介護保険課 苦情処理係 

所 在 地 長野市西長野字加茂北１４３－８  
電話番号 ０２６－２３８－１５８０ 
ＦＡＸ  ０２６－２３８－１５８１ 
受付時間 ９：００～１７：１５ 

長野県庁健康福祉部 
介護支援課 

 

所 在 地 長野市大字南長野字幅下６９２－２ 
電話番号 ０２６－２３５－７１１１ 
ＦＡＸ  ０２６－２３５－７３９４ 
受付時間 ８：３０～１７：１５ 



 

 
令和   年   月   日 

 
 
 

通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて 
重要な事項を説明しました。 

 
 
 

事業者 
所在地  長野県千曲市稲荷山１９９３－３ 
名 称  あっといーず更埴 

         代表者  落合 良晴                   印 
          

説明者         氏名   苅和 梓        印 
 
 
 

私は、契約書および本書面により、事業者から通所介護についての重要事項の説明を受けました。 
 

 
 

利用者   住 所 
           氏 名                   印 
 

 
代理人   住 所 

           氏 名                   印 
 


